
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
百
四
十
三
号

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
施
行
令

内
閣
は
、
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
三
条
第
二
項
、
第
十
二

条
、
第
十
七
条
第
一
項
、
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
三
十
七
条
第
四
項
、
第
四
十
二
条
、
第
四
十
三
条
、
第
五
十
条

及
び
附
則
第
十
二
項
の
規
定
に
基
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
特
殊
勤
務
の
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
の
職
員
に
準
ず
る
者
）

第
一
条
　
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
南
満

洲
鉄
道
株
式
会
社
の
職
員
に
準
ず
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
　
も
と
の
陸
軍
又
は
海
軍
の
指
揮
監
督
の
も
と
に
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の

業
務
と
同
様
の
業
務
に
も
つ
ぱ
ら
従
事
中
の
次
に
掲
げ
る
法
人
の
職
員

イ
　
華
北
交
通
株
式
会
社

ロ
　
華
中
鉄
道
株
式
会
社

ハ
　
満
洲
航
空
株
式
会
社

ニ
　
中
華
航
空
株
式
会
社

ホ
　
満
洲
海
運
株
式
会
社

ヘ
　
満
洲
電
信
電
話
株
式
会
社

ト
　
華
北
電
信
電
話
株
式
会
社

チ
　
華
中
電
気
通
信
株
式
会
社

リ
　
蒙
彊
電
気
通
信
設
備
株
式
会
社

二
　
昭
和
十
八
年
六
月
二
十
六
日
以
後
北
方
緊
急
軍
土
建
事
業
に
従
事
中
の
勤
労

て
い挺

身
隊
の
隊
員

三
　
も
と
の
海
軍
の
指
揮
監
督
の
も
と
に
防
空
、
洋
上
監
視
等
の
軍
事
任
務
に
従
事
中
の
漁
船
の
船
員

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
者
と
同
視
す
べ
き
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
者

（
事
変
地
又
は
戦
地
に
準
ず
る
地
域
の
区
域
及
び
そ
の
区
域
が
事
変
地
又
は
戦
地
に
準
ず
る
地
域
で
あ
つ
た
期
間
）

第
一
条
の
二
　
法
第
二
条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
事
変
地
又
は
戦
地
に
準
ず
る
地
域
の
区
域
及
び
そ
の
区
域
が

事
変
地
又
は
戦
地
に
準
ず
る
地
域
で
あ
つ
た
期
間
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

事
変
地
又
は
戦
地
に
準
ず
る
地
域
の
区
域

期
間

一
　
千
島
列
島

昭
和
十
二
年
七
月
七
日
か
ら
昭
和
十
八
年
五
月
十
二
日
ま
で

二
　
小
笠
原
諸
島
及
び
硫
黄
列
島

昭
和
十
二
年
七
月
七
日
か
ら
昭
和
十
九
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

三
　
南
西
諸
島

四
　
台
湾

昭
和
十
二
年
七
月
七
日
か
ら
昭
和
十
九
年
十
月
九
日
ま
で

五
　
伊
豆
七
島
を
含
む
南
方
諸
島
（
小
笠
原
諸
島
、

硫
黄
列
島
及
び
南
鳥
島
を
除
く
。
）

昭
和
十
二
年
七
月
七
日
か
ら
昭
和
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

六
　
樺
太

七
　
北
緯
三
十
八
度
以
北
の
朝
鮮

昭
和
十
二
年
七
月
七
日
か
ら
昭
和
二
十
年
八
月
八
日
ま
で

八
　
北
緯
三
十
八
度
以
南
の
朝
鮮

昭
和
十
二
年
七
月
七
日
か
ら
昭
和
二
十
年
九
月
一
日
ま
で

九
　
本
邦
（
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ

る
島
し
よ
を
除
く
。
）

昭
和
十
二
年
七
月
七
日
か
ら
昭
和
二
十
年
十
一
月
三
十
日
ま
で

（
法
第
二
条
第
三
項
第
六
号
の
政
令
で
定
め
る
勤
務
）

第
一
条
の
三
　
法
第
二
条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
勤
務
は
、
も
と
の
陸
軍
又
は
海
軍
部
内
の
官

が衙
又
は
特
務
機
関
に
お
け
る
勤
務
と
す
る
。

（
事
変
地
又
は
戦
地
の
区
域
及
び
そ
の
区
域
が
事
変
地
又
は
戦
地
で
あ
つ
た
期
間
）

第
一
条
の
四
　
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
規
定
す
る
事
変
地
の
区
域
及
び
そ
の
区
域
が
事
変
地
で
あ

つ
た
期
間
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

事
変
地
の
区
域

期
間

一
　
中
国
（
満
洲
を
含
み
、
台
湾
並
び
に
英
国
租
借
地
で
あ
る

九
龍
半
島
及
び
香
港
を
除
く
。
）
及
び
そ
の
沿
海

昭
和
十
二
年
七
月
七
日
か
ら
昭
和
十
六
年
十
二
月
七

日
ま
で

二
　
雄
基
洞
、
灰
岩
洞
及
び
新
阿
山
洞
を
連
ね
る
線
以
東
の

朝
鮮

昭
和
十
三
年
七
月
十
二
日
か
ら
昭
和
十
三
年
八
月
十

四
日
ま
で

三
　
も
と
の
仏
領
印
度
支
那
及
び
そ
の
沿
海

昭
和
十
五
年
九
月
二
十
三
日
か
ら
昭
和
十
六
年
十
二

月
七
日
ま
で

２
　
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る
戦
地
の
区
域
及
び
そ
の
区
域
が
戦
地
で
あ
つ
た
期
間

は
、
左
の
表
の
通
り
と
す
る
。

戦
地
の
区
域

期
間

一
　
南
鳥
島
、
も
と
の
日
本
の
委
任
統
治
領
で
あ
つ
た
南
洋
諸
島
及

び
新
南
群
島

二
　
中
国
（
英
国
租
借
地
で
あ
る
九
龍
半
島
及
び
香
港
並
び
に
満
洲

を
含
み
、
台
湾
を
除
く
。
）

三
　
も
と
の
仏
領
印
度
支
那

四
　
ビ
ル
マ

五
　
タ
イ

六
　
英
領
マ
レ
イ
半
島

七
　
も
と
の
蘭
領
東
印
度
諸
島

八
　
英
領
ボ
ル
ネ
オ

九
　
ニ
ユ
ー
ギ
ニ
ア
島

十
　
ビ
ス
マ
ル
ク
諸
島

十
一
　
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

十
二
　
フ
イ
リ
ピ
ン
諸
島

十
三
　
ハ
ワ
イ
諸
島

十
四
　
太
平
洋
上
及
び
印
度
洋
上
の
島

ヽ
ヽ

し
よ
（
第
十
八
号
、
第
二
十

号
及
び
第
二
十
二
号
に
掲
げ
る
島

ヽ
ヽ

し
よ
を
除
く
。
）

十
五
　
太
平
洋

十
六
　
印
度
洋

昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
か
ら
昭
和
二
十
年
九

月
一
日
ま
で

十
七
　
千
島
列
島

昭
和
十
八
年
五
月
十
三
日
か
ら
昭
和
二
十
年
九

月
一
日
ま
で

十
八
　
小
笠
原
諸
島
及
び
硫
黄
列
島

昭
和
十
九
年
二
月
一
日
か
ら
昭
和
二
十
年
九
月

一
日
ま
で

十
九
　
印
度

昭
和
十
九
年
三
月
二
十
日
か
ら
昭
和
二
十
年
九

月
一
日
ま
で

二
十
　
南
西
諸
島

二
十
一
　
台
湾

昭
和
十
九
年
十
月
十
日
か
ら
昭
和
二
十
年
九
月

一
日
ま
で

二
十
二
　
伊
豆
七
島
を
含
む
南
方
諸
島
（
小
笠
原
諸
島
、
硫
黄
列
島

及
び
南
鳥
島
を
除
く
。
）

昭
和
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
二
十
年
九
月

一
日
ま
で

二
十
三
　
樺
太

二
十
四
　
北
緯
三
十
八
度
以
北
の
朝
鮮

昭
和
二
十
年
八
月
九
日
か
ら
昭
和
二
十
年
九
月

一
日
ま
で

（
法
第
四
条
第
一
項
の
審
議
会
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
）

第
一
条
の
五
　
法
第
四
条
第
一
項
の
審
議
会
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
援
護
審
査
会
と
す
る
。

第
二
条
　
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
変
地
の
区
域
及
び
そ
の
区
域
が
事
変
地
で
あ
つ
た
期
間
は
、
次
の
表
の

と
お
り
と
す
る
。

事
変
地
の
区
域

期
間

1



一
　
中
国
（
満
洲
、
台
湾
並
び
に
英
国
租
借
地
で
あ
る
九
龍
半
島
及
び

香
港
を
除
く
。
）
及
び
そ
の
沿
海

昭
和
十
二
年
七
月
七
日
か
ら
昭
和
十
六
年
十

二
月
七
日
ま
で

二
　
雄
基
洞
、
灰
岩
洞
、
新
阿
山
洞
及
び
上
角
山
を
連
ね
る
線
以
東
の

朝
鮮
及
び
満
洲

昭
和
十
三
年
七
月
十
二
日
か
ら
昭
和
十
三
年

八
月
十
四
日
ま
で

三
　
満
洲
の
青
龍
、
承
徳
、
〔
ら
ん
〕
平
、
豊
寧
及
び
興
隆
の
各
県

昭
和
十
三
年
六
月
八
日
か
ら
昭
和
十
三
年
八

月
三
十
一
日
ま
で

四
　
満
洲
の
新
巴
爾
虎
右
翼
旗
及
び
新
巴
爾
虎
左
翼
旗
の
う
ち
克
魯
倫

河
、
達
頼
湖
北
端
及
び
シ
リ
ン
ブ
ル
デ
湖
を
連
ね
る
線
以
南
の
地
域
並

び
に
海
拉
爾

昭
和
十
四
年
五
月
十
三
日
か
ら
昭
和
十
四
年

八
月
三
十
一
日
ま
で

五
　
満
洲
の
陳
巴
爾
虎
旗
、
索
倫
旗
及
び
新
巴
爾
虎
左
翼
旗
の
う
ち
海

拉
爾
河
以
南
の
地
域
、
新
巴
爾
虎
右
翼
旗
並
び
に
喜
扎
嗄
爾
旗

昭
和
十
四
年
九
月
一
日
か
ら
昭
和
十
四
年
九

月
十
六
日
ま
で

六
　
も
と
の
仏
領
印
度
支
那
及
び
そ
の
沿
海

昭
和
十
五
年
九
月
二
十
三
日
か
ら
昭
和
十
六

年
十
二
月
七
日
ま
で

２
　
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
戦
地
の
区
域
及
び
そ
の
区
域
が
戦
地
で
あ
つ
た
期
間
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と

す
る
。

戦
地
の
区
域

期
間

一
　
南
鳥
島
、
も
と
の
日
本
の
委
任
統
治
領
で
あ
つ
た
南
洋
諸
島
及

び
新
南
群
島

二
　
中
国
（
英
国
租
借
地
で
あ
る
九
龍
半
島
及
び
香
港
を
含
み
、
満

洲
及
び
台
湾
を
除
く
。
）

三
　
も
と
の
仏
領
印
度
支
那

四
　
ビ
ル
マ

五
　
タ
イ

六
　
英
領
マ
レ
ー
半
島

七
　
も
と
の
蘭
領
東
印
度
諸
島

八
　
英
領
ボ
ル
ネ
オ

九
　
ニ
ユ
ー
ギ
ニ
ア
島

十
　
ビ
ス
マ
ル
ク
諸
島

十
一
　
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

十
二
　
フ
イ
リ
ピ
ン
諸
島

十
三
　
ハ
ワ
イ
諸
島

十
四
　
太
平
洋
上
及
び
印
度
洋
上
の
島
し
よ
（
第
十
九
号
、
第
二
十

一
号
及
び
第
二
十
二
号
に
掲
げ
る
島
し
よ
を
除
く
。
）

十
五
　
太
平
洋

十
六
　
印
度
洋

十
七
　
大
西
洋

昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
か
ら
昭
和
二
十
年

九
月
一
日
ま
で

十
八
　
千
島
列
島

昭
和
十
八
年
五
月
十
三
日
か
ら
昭
和
二
十
年

九
月
一
日
ま
で

十
九
　
小
笠
原
諸
島
及
び
硫
黄
列
島

昭
和
十
九
年
二
月
一
日
か
ら
昭
和
二
十
年
九

月
一
日
ま
で

二
十
　
印
度

昭
和
十
九
年
三
月
二
十
日
か
ら
昭
和
二
十
年

九
月
一
日
ま
で

二
十
一
　
南
西
諸
島

昭
和
十
九
年
十
月
十
日
か
ら
昭
和
二
十
年
九

月
一
日
ま
で

二
十
二
　
伊
豆
七
島
を
含
む
南
方
諸
島
（
小
笠
原
諸
島
、
硫
黄
列
島

及
び
南
鳥
島
を
除
く
。
）

昭
和
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
二
十
年
九

月
一
日
ま
で

二
十
三
　
樺
太
、
北
緯
三
十
八
度
以
北
の
朝
鮮
及
び
満
洲

昭
和
二
十
年
八
月
九
日
か
ら
昭
和
二
十
年
九

月
一
日
ま
で

（
法
第
七
条
第
三
項
及
び
第
六
項
の
政
令
で
定
め
る
地
域
）

第
二
条
の
二
　
法
第
七
条
第
三
項
及
び
第
六
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
地
域
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
地
域
と

す
る
。

一
　
本
邦

二
　
樺
太

三
　
千
島
列
島

四
　
朝
鮮

五
　
満
洲

六
　
台
湾

（
法
第
七
条
第
三
項
及
び
第
六
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
勤
務
）

第
二
条
の
三
　
法
第
七
条
第
三
項
及
び
第
六
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
勤
務
は
、
元
の
陸
軍
又
は
海
軍

部
内
の
官

が衙
又
は
特
務
機
関
に
お
け
る
勤
務
（
兵
及
び
営
内
に
居
住
す
べ
き
下
士
官
の
当
該
勤
務
を
除
く
。
）
と

す
る
。

（
法
第
七
条
第
十
項
の
政
令
で
定
め
る
勤
務
）

第
二
条
の
四
　
法
第
七
条
第
十
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
勤
務
は
、
法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
の

非
現
業
の
官
公
署
に
お
け
る
勤
務
及
び
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
の
昭
和
二
十
年
八
月
九
日
前
に
お
け
る
軍
事
に

関
す
る
業
務
以
外
の
業
務
に
関
す
る
勤
務
と
す
る
。

（
障
害
年
金
又
は
障
害
一
時
金
の
額
の
控
除
）

第
三
条
　
恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
若
し
く
は
旧
恩
給
法
の
特
例
に
関
す
る
件
（
昭
和
二
十
一
年

勅
令
第
六
十
八
号
）
又
は
旧
未
復
員
者
給
与
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
、
法
若
し
く
は
未
帰
還

者
留
守
家
族
等
援
護
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
の
規
定
に
よ
り
傷
病
賜
金
又
は
障
害
一
時
金
を

受
け
た
者
が
、
同
一
の
事
由
に
よ
つ
て
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
傷
病
賜
金
又
は
障

害
一
時
金
の
額
の
七
十
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
に
、
四
十
八
月
か
ら
、
傷
病
賜
金
又
は
障
害
一
時
金
を
受
け
た

月
か
ら
起
算
し
て
障
害
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
に
至
つ
た
月
ま
で
の
月
数
を
控
除
し
た
残
月
数
を
乗
じ
て

得
た
額
に
達
す
る
ま
で
、
障
害
年
金
の
支
給
額
の
五
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
障
害
年
金
の
額
か
ら
控
除
す
る
も

の
と
す
る
。

２
　
旧
未
復
員
者
給
与
法
又
は
未
帰
還
者
留
守
家
族
等
援
護
法
の
規
定
に
よ
り
障
害
一
時
金
を
受
け
た
者
が
、
同
一

の
事
由
に
よ
つ
て
法
の
規
定
に
よ
る
障
害
一
時
金
の
支
給
を
受
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
支
給
を
受
け
た
障
害
一

時
金
の
額
の
十
八
分
の
一
に
相
当
す
る
額
に
、
十
二
箇
月
か
ら
障
害
一
時
金
を
受
け
た
月
か
ら
起
算
し
て
法
の
規

定
に
よ
る
障
害
一
時
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
に
至
つ
た
月
ま
で
の
月
数
を
控
除
し
た
残
月
数
を
乗
じ
て
得
た

額
を
、
法
の
規
定
に
よ
る
障
害
一
時
金
の
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条
　
削
除

（
国
債
の
譲
渡
及
び
担
保
権
の
設
定
）

第
五
条
　
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
す
る
国
債
に
つ
い
て
譲
渡
又
は
担
保
権
の
設
定
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
は
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。

一
　
国
に
譲
渡
す
る
場
合

二
　
地
方
公
共
団
体
に
対
し
担
保
権
を
設
定
す
る
場
合

三
　
財
務
省
令
で
定
め
る
者
に
対
し
担
保
権
を
設
定
す
る
場
合

第
六
条
か
ら
第
九
条
ま
で
　
削
除

（
障
害
年
金
等
の
支
給
期
月
）

第
十
条
　
法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
期
月
は
、
毎
年
一
月
、
四
月
、
七
月
及
び
十
月
と
す

る
。

２
　
法
第
四
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
期
月
は
、
一
月
と
す
る
。

2



（
障
害
年
金
の
請
求
等
に
係
る
経
由
）

第
十
一
条
　
障
害
年
金
、
障
害
一
時
金
、
遺
族
年
金
、
遺
族
給
与
金
又
は
弔
慰
金
に
関
す
る
請
求
（
法
第
十
六
条
第

一
項
（
法
第
三
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
も
の
を
除
く
。
）
、
法
第
二
十
六

条
第
四
項
及
び
法
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
請
並
び
に
法
第
三
十
二
条
の
四
第
二
項
（
法
第
三
十

八
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
五
十
一
号
）
附
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
は
、
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
）
又
は
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
）

第
十
二
条
　
法
に
定
め
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
都
道
府
県
知
事

が
行
う
こ
と
と
す
る
。

一
　
障
害
年
金
、
障
害
一
時
金
、
遺
族
年
金
、
遺
族
給
与
金
及
び
弔
慰
金
に
関
す
る
請
求
書
等
（
法
第
十
六
条
第

一
項
（
法
第
三
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
請
求
に
係
る
請
求
書
を
除
く

。
）
の
受
理
に
関
す
る
事
務

二
　
障
害
年
金
、
障
害
一
時
金
、
遺
族
年
金
、
遺
族
給
与
金
及
び
弔
慰
金
を
受
け
る
権
利
の
裁
定
に
必
要
な
調
査

に
関
す
る
事
務

（
事
務
の
区
分
）

第
十
三
条
　
前
二
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
及
び
第
十
一
条
の
規
定
に
よ

り
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
支
給
期
月
が
昭
和
二
十
八
年
四
月
で
あ
る
障
害
年
金
の
歳
出
の
会
計
年
度
所
属
区
分
は
、
予
算
決
算
及
び
会
計

令
（
昭
和
二
十
二
年
勅
令
第
百
六
十
五
号
）
第
二
条
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
期
月
に
支
払
う
べ
き

障
害
年
金
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
期
間
の
属
す
る
年
度
と
す
る
。

４
　
法
附
則
第
七
項
の
者
が
、
同
項
の
規
定
に
よ
つ
て
停
止
す
べ
き
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三

号
）
の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金
又
は
遺
族
年
金
の
支
給
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
障
害
年
金
又
は
遺
族
年
金
の

額
（
遺
族
年
金
に
つ
い
て
は
、
法
附
則
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
停
止
す
べ
き
部
分
の
額
）
に
相
当
す
る
額
を
、
同

一
の
事
由
に
よ
り
そ
の
者
に
支
給
す
べ
き
障
害
年
金
、
遺
族
年
金
又
は
遺
族
給
与
金
の
額
か
ら
控
除
し
て
支
給
す

る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
二
月
二
日
政
令
第
一
〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
八
月
一
四
日
政
令
第
一
九
二
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
中
第
一
条
の
改
正
規
定
は
、
弔
慰
金
に
関
し
て
は
、
昭
和
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
、
障
害
年
金
及

び
遺
族
年
金
に
関
し
て
は
、
昭
和
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

３
　
こ
の
政
令
中
第
三
条
及
び
第
四
条
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
二
十
八
年
八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

４
　
改
正
後
の
第
四
条
の
二
の
規
定
は
、
厚
生
大
臣
が
国
立
保
養
所
に
収
容
し
た
者
の
昭
和
二
十
八
年
四
月
一
日
か

ら
の
在
所
に
つ
い
て
、
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
九
年
四
月
二
二
日
政
令
第
八
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
但
し
、
こ
の
政
令
に
よ

る
改
正
後
の
第
四
条
の
三
の
規
定
は
、
昭
和
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
〇
年
八
月
三
一
日
政
令
第
二
一
二
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
中
第
一
条
の
改
正
規
定
は
、
弔
慰
金
に
関
し
て
は
、
昭
和
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
、
第
二
条
の
改

正
規
定
は
、
弔
慰
金
に
関
し
て
は
、
昭
和
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
、
遺
族
年
金
に
関
し
て
は
、
昭
和
二
十
八
年

四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
〇
年
一
二
月
二
九
日
政
令
第
三
三
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
三
年
六
月
三
〇
日
政
令
第
一
九
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
一
条
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
（
も

と
の
海
軍
に
属
し
て
い
た
軍
人
軍
属
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
る
部
分
は
、
昭
和
三
十
三
年
十
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
五
年
八
月
一
日
政
令
第
二
二
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
九
月
二
九
日
政
令
第
三
九
一
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
三
十
七
年
十
月

一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
さ
れ
た
行
政
庁
の
処
分
そ
の
他
こ
の
政
令
の
施

行
前
に
生
じ
た
事
項
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
前
の
規
定
に
よ
つ
て
生
じ
た
効

力
を
妨
げ
な
い
。

３
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
提
起
さ
れ
た
訴
願
、
審
査
の
請
求
、
異
議
の
申
立
て
そ
の
他
の
不
服
申
立
て
（
以
下

「
訴
願
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
後
も
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
こ
の
政
令
の
施
行
前

に
さ
れ
た
訴
願
等
の
裁
決
、
決
定
そ
の
他
の
処
分
（
以
下
「
裁
決
等
」
と
い
う
。
）
又
は
こ
の
政
令
の
施
行
前
に

提
起
さ
れ
た
訴
願
等
に
つ
き
こ
の
政
令
の
施
行
後
に
さ
れ
る
裁
決
等
に
さ
ら
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
訴
願
等
に
つ

い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

４
　
前
項
に
規
定
す
る
訴
願
等
で
、
こ
の
政
令
の
施
行
後
は
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
不
服
申
立
て
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
な
る
処
分
に
係
る
も
の
は
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
に
よ

る
不
服
申
立
て
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
八
年
五
月
二
日
政
令
第
一
五
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
施
行
令
（
以
下
「
遺
族
援
護
法
施
行
令
」
と
い

う
。
）
第
一
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
新
た
に
軍
人
軍
属
た
る
に
よ
る
障
害
年
金
、
遺
族
年
金
又
は
軍
人
軍
属
若
し

く
は
軍
人
軍
属
で
あ
つ
た
者
の
遺
族
た
る
に
よ
る
弔
慰
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
に
至
つ
た
者
に
関
し
、
戦
傷

病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
（
以
下
「
遺
族
援
護
法
」
と
い
う
。
）
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
七

条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項
第
三
号
、
第
二
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
条
第
一
項
、
第
三
十
六

条
第
一
項
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
六
号
並
び
に
第
二
項
並
び
に
第
三
十
八
条
第
三
号
中
「
昭
和
二
十
七
年
四
月

一
日
」
と
あ
る
の
は
「
昭
和
三
十
八
年
十
月
一
日
」
と
、
同
法
第
十
一
条
第
二
号
、
第
二
十
九
条
第
二
号
、
第
三

十
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
十
八
条
第
二
号
中
「
昭
和
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
と
あ
る
の
は
「
昭
和
三

十
八
年
九
月
三
十
日
」
と
、
同
法
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
十
条
第
一
項
中
「
昭
和
二
十
七
年
四
月
」
と
あ
る

の
は
「
昭
和
三
十
八
年
十
月
」
と
、
同
法
第
二
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
十
八
条
第
三
号

中
「
昭
和
二
十
七
年
四
月
二
日
」
と
あ
る
の
は
「
昭
和
三
十
八
年
十
月
二
日
」
と
、
同
法
第
三
十
六
条
第
一
項
第

二
号
中
「
同
年
四
月
二
日
」
と
あ
る
の
は
「
昭
和
三
十
八
年
十
月
二
日
」
と
す
る
。

３
　
第
一
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
準
軍
属
た
る
に
よ
る
障
害
年
金
又
は
遺
族
給
与
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る

者
で
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
遺
族
援
護
法
施
行
令
第
一
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
同
一
の
事
由
に
よ
る
軍
人

軍
属
た
る
に
よ
る
障
害
年
金
又
は
遺
族
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
に
至
つ
た
も
の
は
、
第
一
条
の
規
定
の
施

行
の
際
、
準
軍
属
た
る
に
よ
る
障
害
年
金
又
は
遺
族
給
与
金
を
受
け
る
権
利
を
失
う
。
た
だ
し
、
そ
の
遺
族
年
金

が
後
順
位
者
と
し
て
受
け
る
遺
族
年
金
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
は
、
す
べ
て
の
先
順
位
者
が
遺
族
年
金
を
受
け

る
権
利
を
失
つ
た
時
に
遺
族
給
与
金
を
受
け
る
権
利
を
失
う
。

3



４
　
前
項
の
者
に
は
、
そ
の
者
が
遺
族
給
与
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
間
、
同
一
の
事
由
に
よ
る
後
順
位

者
と
し
て
の
遺
族
年
金
は
、
支
給
し
な
い
。

５
　
附
則
第
三
項
の
者
が
準
軍
属
た
る
に
よ
る
障
害
年
金
又
は
遺
族
給
与
金
を
受
け
る
権
利
を
失
う
と
同
時
に
、
軍

人
軍
属
た
る
に
よ
る
障
害
年
金
又
は
遺
族
年
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
取
得
し
た

権
利
の
裁
定
が
あ
る
日
の
属
す
る
月
分
ま
で
の
分
と
し
て
支
給
さ
れ
た
準
軍
属
た
る
に
よ
る
障
害
年
金
又
は
遺
族

給
与
金
は
、
軍
人
軍
属
た
る
に
よ
る
障
害
年
金
又
は
遺
族
年
金
の
内
払
と
み
な
す
。

６
　
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
遺
族
援
護
法
施
行
令
第
一
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
先
順
位
者
と
し
て
の
遺
族
年
金

を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
に
至
つ
た
者
で
、
他
に
同
一
の
事
由
に
よ
る
遺
族
給
与
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者

が
あ
る
も
の
に
支
給
す
る
遺
族
年
金
の
額
を
算
出
す
る
場
合
に
は
、
遺
族
援
護
法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
及

び
第
二
号
中
「
七
万
一
千
円
」
と
あ
る
の
は
「
七
万
一
千
円
か
ら
遺
族
給
与
金
の
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た

額
」
と
、
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
十
五
号
）

附
則
第
四
項
中
「
六
万
一
千
円
」
と
あ
る
の
は
「
六
万
一
千
円
か
ら
遺
族
給
与
金
の
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し

た
額
」
と
、
同
法
附
則
第
六
項
中
「
五
万
一
千
円
」
と
あ
る
の
は
「
五
万
一
千
円
か
ら
遺
族
給
与
金
の
額
に
相
当

す
る
額
を
控
除
し
た
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

７
　
死
亡
し
た
者
の
死
亡
に
関
し
そ
の
遺
族
が
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭

和
三
十
八
年
法
律
第
七
十
四
号
。
以
下
「
法
律
第
七
十
四
号
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
遺
族
援
護
法
第
三

十
四
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
弔
慰
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
場
合
に
お
け
る
こ

の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
遺
族
援
護
法
施
行
令
第
一
条
の
四
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
支
給
す
る
当
該
死
亡
し
た
者

に
係
る
軍
人
軍
属
又
は
軍
人
軍
属
で
あ
つ
た
者
の
遺
族
た
る
に
よ
る
弔
慰
金
に
つ
い
て
は
、
遺
族
援
護
法
第
三
十

七
条
第
一
項
中
「
五
万
円
」
と
あ
る
の
は
、
「
二
万
円
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

８
　
第
一
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
遺
族
給
与
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
で
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の

遺
族
援
護
法
施
行
令
第
一
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
他
に
同
一
の
事
由
に
よ
る
先
順
位
者
と
し
て
の
遺
族
年
金
の
支

給
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
あ
る
に
至
つ
た
も
の
に
支
給
す
る
遺
族
給
与
金
に
つ
い
て
は
、
法
律
第
七
十
四

号
に
よ
る
改
正
後
の
遺
族
援
護
法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
八
年
一
〇
月
二
九
日
政
令
第
三
五
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
条
　
法
附
則
第
二
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
法
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等

援
護
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
九
条
及
び
第
二
十
条
に
規
定
す
る
厚
生
大
臣
の
権
限
の
委

任
に
関
し
て
は
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
施
行
令
第
十
一
条
の
規
定
は
、

な
お
、
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

２
　
法
の
施
行
前
に
法
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
基
づ
い
て
市
町
村
長
又
は
市
町
村
長

の
管
理
に
属
す
る
行
政
庁
で
あ
る
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
に
規
定
す
る

援
護
の
実
施
機
関
が
し
た
処
分
に
係
る
不
服
申
立
て
に
つ
い
て
は
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
戦
没

者
遺
族
等
援
護
法
施
行
令
第
十
一
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
七
月
九
日
政
令
第
二
四
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
（
戦
傷
病
者
特
別
援
護

法
施
行
令
第
二
条
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
一
年
七
月
一
日
政
令
第
二
二
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
中
、
第
三
条
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
そ
の
他
の
規
定
は
昭
和
四
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
、
施
行

す
る
。

（
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
に
よ
る
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
施
行
令
第
一
条
の
二
の
規
定
の
改
正
に
よ
り
障
害
年
金
、

障
害
一
時
金
、
遺
族
給
与
金
又
は
弔
慰
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
に
至
つ
た
者
に
関
し
、
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺

族
等
援
護
法
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

日
又
は
月
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
日
又
は
月
と
す
る
。

第
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
第
十
三
条
第
二
項

第
二
十
三
条
第
二
項
第
三
号

第
二
十
五
条
第
三
項

昭
和
三
十
四
年
一
月
一
日

昭
和
四
十
一
年
十
月
一
日

第
十
一
条
第
三
号

第
二
十
九
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号

昭
和
三
十
三
年
十
二
月
三
十

一
日

昭
和
四
十
一
年
九
月
三
十
日

第
十
三
条
第
二
項

第
三
十
条
第
三
項

昭
和
三
十
四
年
一
月

昭
和
四
十
一
年
十
月

第
二
十
五
条
第
三
項

昭
和
三
十
四
年
一
月
二
日

昭
和
四
十
一
年
十
月
二
日

第
三
十
条
第
三
項

同
年
同
月
一
日

昭
和
四
十
一
年
十
月
一
日

第
三
十
六
条
第
一
項
第
一
号
第
三
十
八
条
第
二
号

昭
和
二
十
七
年
三
月
三
十
一

日

昭
和
四
十
一
年
九
月
三
十
日

第
三
十
六
条
第
一
項
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
六
号
並

び
に
第
二
項

第
三
十
八
条
第
三
号

昭
和
二
十
七
年
四
月
一
日

昭
和
四
十
一
年
十
月
一
日

第
三
十
六
条
第
一
項
第
二
号

同
年
四
月
二
日

昭
和
四
十
一
年
十
月
二
日

第
三
十
六
条
第
二
項

第
三
十
八
条
第
三
号

昭
和
二
十
七
年
四
月
二
日

昭
和
四
十
一
年
十
月
二
日

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
七
月
一
五
日
政
令
第
一
九
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
六
月
二
五
日
政
令
第
二
〇
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
四
月
二
八
日
政
令
第
一
〇
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
琉
球
諸
島
及
び
大
東
諸
島
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生

の
日
（
昭
和
四
十
七
年
五
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
六
月
一
三
日
政
令
第
二
二
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
に
よ
る
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
施
行
令
第
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
改
正
に
よ
り
障
害

年
金
、
障
害
一
時
金
、
遺
族
年
金
、
弔
慰
金
又
は
遺
族
一
時
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
べ
き
者
に

関
し
、
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
日
又
は
月
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
日
又
は
月
と
す
る
。

第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項

第
二
十
三
条
第
一
項
第
三
号

第
二
十
五
条
第
一
項

第
三
十
条
第
一
項

第
三
十
六
条
第
一
項
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
六
号
並
び
に
第

二
項

第
三
十
八
条
第
三
号

昭
和
二
十
七
年
四
月

一
日

昭
和
四
十
七
年
十
月
一
日

第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項

同
日

昭
和
四
十
七
年
十
月
一
日

第
十
一
条
第
二
号

第
二
十
九
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号

昭
和
二
十
七
年
三
月

三
十
一
日

昭
和
四
十
七
年
九
月
三
十
日
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第
三
十
六
条
第
一
項
第
一
号

第
三
十
八
条
第
二
号

第
十
三
条
第
一
項
第
一
号

第
三
十
条
第
一
項

昭
和
二
十
七
年
四
月

昭
和
四
十
七
年
十
月

第
十
三
条
第
一
項
第
一
号

同
月
一
日

昭
和
四
十
七
年
十
月
一
日

第
二
十
五
条
第
一
項

第
三
十
六
条
第
二
項

第
三
十
八
条
第
三
号

昭
和
二
十
七
年
四
月

二
日

昭
和
四
十
七
年
十
月
二
日

第
三
十
六
条
第
一
項
第
二
号

同
年
四
月
二
日

昭
和
四
十
七
年
十
月
二
日

第
三
十
九
条
の
四
第
二
項

昭
和
三
十
九
年
十
月

昭
和
四
十
七
年
十
月

第
三
十
九
条
の
六

昭
和
三
十
九
年
十
月

一
日

昭
和
四
十
七
年
十
月
一
日

第
三
十
九
条
の
六
第
二
項

同
日

昭
和
四
十
七
年
十
月
一
日

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
七
月
二
四
日
政
令
第
二
〇
七
号
）
　
抄

こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
六
月
二
四
日
政
令
第
二
一
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
五
月
二
四
日
政
令
第
二
〇
〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
一
一
月
二
六
日
政
令
第
三
〇
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
六
月
二
一
日
政
令
第
二
〇
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
二
月
二
七
日
政
令
第
二
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
八
日
政
令
第
三
九
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
〇
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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